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○宮古島市農畜産物処理加工施設条例施行規則 

平成18年５月23日 

規則第16号 

改正 平成28年３月31日規則第27号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、宮古島市農畜産物処理加工施設条例（平成18年宮古島市

条例第21号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（指定管理者の募集等） 

第２条 市長は、条例第３条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせよ

うとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろう

とする法人その他の団体（以下「法人等」という。）を公募する。 

(1) 施設の概要 

(2) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間 

(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

(4) 条例第４条の規定による申請の資格及び方法 

(5) 条例第５条の規定による選定の基準 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項に規定する指定管理者の募集をするときは、宮古島市役所掲

示場又は市の広報等、必要な措置を講ずるものとする。 

（指定申請書の様式等） 

第３条 条例第４条に規定する申請書は、宮古島市農畜産物処理加工施設指定

管理者指定申請書（様式第１号）とする。 

２ 条例第４条に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければ

ならない。 

(1) 管理計画の概要 

(2) 申請者の概要 

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理運営に関する計画 

３ 条例第４条第２号に規定する書面は、次に掲げる書面とする。 

(1) 申請資格を有していることを証する書面であって、次に掲げるもの 
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ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

イ 法人以外の団体にあっては、団体の代表者の身分証明書 

ウ 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書面 

エ 第１項の申請書を提出する日の属する事業年度（以下「事業年度」と

いう。）の国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその

理由を記載した申立書 

(2) 法人等の経営状況を証明する書面であって、次に掲げるもの 

ア 前事業年度の収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに類する書面

（既に財産的取引活動をしている法人等のみ。ウにおいて同じ。） 

イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに類する書面（作成

しているもののみ。） 

ウ 事業年度の収支予算書及び事業計画書 

エ 事業報告書を作成している場合にあっては、当該報告書 

オ 法人等の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書面又はこ

れらに類する書面 

カ その他市長が必要と認める書面 

（選定結果の通知） 

第４条 市長は、条例第５条の規定による選定をした場合は、法人等に対し、

宮古島市農畜産物処理加工施設指定管理者選定結果通知書（様式第２号）に

より通知する。 

（再度の選定） 

第５条 市長は、前条の通知をした後、条例第５条において選定した指定管理

者の候補者を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当

と認められる事態が生じたときは、その選定を取り消し、条例第４条の規定

により申請したもの（当該候補者を除く。）の中から再度指定管理者の侯補

者を選定することができる。 

２ 市長は、前項の規定により選定を取り消すときは、当該指定管理者の候補

者に対し、宮古島市農畜産物処理加工施設指定管理者選定取消通知書（様式

第３号）により通知する。 

３ 市長は、第１項の規定により再度の選定を行ったときは、新たに選定され
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た指定管理者の候補者に対し、宮古島市農畜産物処理加工施設指定管理者再

選定結果通知書（様式第４号）により通知する。 

（募集によらない指定管理者の侯補者の選定等） 

第６条 市長は、条例第１条の規定による施設の設置目的を効果的かつ効率的

に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事

業効果が相当程度期待できる場合は、第３条の規定によらず、市が出資して

いる法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理者の候補者として選定

することができる。 

２ 市長は、前項の規定により指定管理者を選定しようとするときは、条例第

５条各号に掲げる選定基準によるものとする。 

（指定管理者の指定） 

第７条 市長は、条例第５条の規定により指定管理者の指定をしたときは、条

例第11条の規定による告示後、速やかに指定管理者に対し、宮古島市農畜産

物処理加工施設指定管理者指定書（様式第５号）を交付する。 

（協定の締結） 

第８条 指定管理者は、市長と施設管理に関する協定を締結しなければならな

い。 

２ 前項の規定による協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 指定期間に関する事項 

(2) 事業計画に関する事項 

(3) 事業報告に関する事項 

(4) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項 

（事業報告書の様式） 

第９条 条例第８条に規定する事業報告書は、宮古島市農畜産物処理加工施設

指定管理者事業報告書（様式第６号）によるものとする。 

（指定の取消し等） 

第10条 市長は、条例第９条第１項の決定を命ずるときは、宮古島市農畜産物

処理加工施設指定管理者指定取消等命令書（様式第７号）により行う。 

（その他） 
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第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成18年５月１日から適用する。 

附 則（平成28年３月31日規則第27号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

（平28規則27・一部改正） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第10条関係） 

（平28規則27・一部改正） 

 


